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各検疫所長 殿 

 

 

健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

ベルギー政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて 

 

 

ベルギー政府機関から発行される鳥類に係る衛生証明書のうち、以下の表に記載がある地

域において保管又は積み出された鳥類に係る衛生証明書については、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平成 10年厚生省令第 99号。以下「規則」と

いう。）第 30条第２項に規定する「当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地におい

て当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合」に該当することから、同項の

規定により、規則別表第１第５項第３欄に掲げる事項に関する確認が行われていないものと

なりますので、その運用に遺漏のないよう的確な対応を要請します。 

 

輸入停止措置対象地域 輸入停止措置開始年月日 

アントワープ州 令和７年 10月 28日 

ナミュール州 令和７年 11月 25日 

西フランダース州 令和７年 10月 23日 

東フランダース州 令和７年 12月８日 

ブラバン・ワロン州 令和７年 12月１日 

リエージュ州 令和７年 10月 21日 

リンブルフ州 令和７年 11月 25日 

 


